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市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
魅
力
あ
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
協
働
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
に
関
す
る
事
業
に
自
主
的
か
つ
主
体
的

に
取
り
組
む
団
体
に
対
し
、
事
業
費
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
団
体

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
団
体

❶
5
人
以
上
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
過
半
数
が
み 

　

や
ま
市
在
住
ま
た
は
在
勤
、
在
学

❷
団
体
の
組
織
・
運
営
を
定
め
た
規
約
、
会
則

　

な
ど
が
あ
る

❸
活
動
拠
点
が
市
内
に
あ
り
、
か
つ
、
市
内
で

　

主
な
活
動
を
行
っ
て
い
る

■
補
助
対
象
事
業

　

地
域
の
活
性
化
や
課
題
解
決
を
目
的
と
し
、

新
た
に
取
り
組
む
事
業
や
既
存
の
活
動
を
拡
充

す
る
事
業
で
、
自
発
的
な
参
加
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
公
益
性
の
あ
る
事
業
。

❶
市
民
協
働
を
進
め
て
い
く
た
め
に
必
要
と
認

　

め
る
事
業

❷
み
や
ま
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
と
認
め
る

　

事
業

❸
市
内
で
実
施
さ
れ
る
事
業

※

対
象
と
な
ら
な
い
事
業

　

▽
市
の
他
の
補
助
を
受
け
て
い
る
事
業
ま
た

　

は
補
助
対
象
事
業
▽
他
の
団
体
を
補
助
す
る

　

事
業
▽
事
業
効
果
が
特
定
の
個
人
ま
た
は
団

　

体
の
み
に
利
益
を
受
け
る
事
業
▽
既
存
施
設

　

な
ど
の
修
繕
を
目
的
と
す
る
事
業
▽
団
体
の

　

運
営
を
目
的
と
す
る
事
業
▽
宗
教
お
よ
び
政

　

治
活
動
を
目
的
と
す
る
事
業
▽
営
利
の
み
を

　

目
的
と
す
る
事
業

  市民協働まちづくりに関する事業を補助します
問 企画振興課  企画・地方創生係（℡64-1504）

■
補
助
金
額
等

　

対
象
経
費
の
5
分
の
4
以
内

　
（
限
度
額
30
万
円
）

※

予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

※

補
助
金
は
、
当
該
年
度
事
業
分
と
し
て
交
付

　

し
ま
す
。
実
施
期
間
は
交
付
決
定
の
日
か
ら

　

翌
年
の
3
月
31
日
ま
で
で
、
特
に
継
続
が
必

　

要
と
認
め
た
場
合
は
、
同
一
事
業
で
3
年
を

　

限
度
に
交
付
申
請
が
で
き
ま
す
。

■
補
助
対
象
経
費

　

当
該
事
業
に
係
る
経
費

　
（
次
に
掲
げ
る
経
費
は
補
助
の
対
象
と
な
り

　

ま
せ
ん
）

　

▽
団
体
の
経
常
的
な
運
営
維
持
管
理
経
費

　

▽
団
体
の
構
成
員
に
対
す
る
人
件
費
、
謝
礼
、

　

飲
食
費
、
交
通
費
お
よ
び
宿
泊
費
▽
他
団
体

　

へ
の
補
助
お
よ
び
寄
贈
な
ど
を
目
的
と
す

　

る
経
費
▽
事
業
と
直
接
関
係
の
な
い
備
品

　

な
ど
、
補
助
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認

　

め
る
経
費

■
申
請
期
限

　
5
月
18
日
㈪

■
補
助
の
決
定

　

提
出
書
類
に
基
づ
き「
市
民
協
働
事
業
審
査

　

委
員
会
」で
審
査
を
行
い
補
助
の
決
定
を
行

　

い
ま
す
。

※

申
請
方
法
な
ど
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
問
い

　

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 企画振興課  企画・地方創生係（℡64-1504）
  奨学金返済支援制度のお知らせ

　

奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
て
高
校
・
大

学
等
に
進
学
し
、
筑
後
地
域
内
で
働
く
人

に
、
3
年
間
で
最
大
54
万
円
を
支
給
し
て

い
ま
す
。

■
申
請
の
お
も
な
条
件

❶
み
や
ま
市
に
住
民
票
が
あ
る
人

❷
申
請
年
度
の
前
年
度
以
前
に
奨
学
金

　

の
返
済
を
開
始
し
た
人

❸
申
請
日
時
点
で
満
30
歳
以
下
の
人

❹
平
成
29
年
3
月
1
日
以
降
に
、
筑
後
地

　

域
内
の
事
業
所
に
就
職
、
ま
た
は
起
業
、

　

第
1
次
産
業
に
1
年
以
上
継
続
し
て

　

従
事
し
て
い
る
人

■
補
助
期
間

　

３
年
間

■
補
助
金
額

　

申
請
年
度
の
前
年
度
の
奨
学
金
返
済

　

額×

4
分
の
3

　
（
上
限
18
万
円
）

※

最
大
54
万
円

　
（
18
万
円×

３
年
間
）

■
対
象
と
な
る
奨
学
金

▽
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構

　

の
奨
学
金

▽
地
方
公
共
団
体
、
学
校
、
公
益
法
人
が

　

実
施
す
る
奨
学
金

▽
そ
の
他
市
長
が
認
め
る
奨
学
金

　

な
ど

※

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
問

　

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 健康づくり課 健康係（℡64-1515）

　
市
で
は
高
齢
者
の
肺
炎
を
予
防
す
る

た
め
、
23
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
料

金
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
初
め
て
23
価
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を

　
接
種
す
る
人
が
助
成
の
対
象
と
な
り

　
ま
す
。
過
去
に
受
け
た
こ
と
が
あ
る

　
人（
公
費
・
自
費
問
わ
ず
） 

は
、
全
額

　
自
己
負
担
で
の
接
種
と
な
り
ま
す
。

■
接
種
期
間

　
令
和
3（
2
0
2
1
）年
３
月
31
日
㈬

　

ま
で

■
対
象
者

　
み
や
ま
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
次
の
❶
、

　

❷
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

❶
令
和
2（
2
0
2
1
）年
度
対
象
者
年
齢

▽
65
歳（
昭
和
30
年
4
月
2
日
〜

昭
和
31
年
4
月
1
日
生
）

▽
70
歳（
昭
和
25
年
4
月
2
日
〜

昭
和
26
年
4
月
1
日
生
）

▽
75
歳（
昭
和
20
年
4
月
2
日
〜

昭
和
21
年
4
月
1
日
生
）

▽
80
歳（
昭
和
15
年
4
月
2
日
〜

昭
和
16
年
4
月
1
日
生
）

▽
85
歳（
昭
和
10
年
4
月
2
日
〜

昭
和
11
年
4
月
1
日
生
）

▽
90
歳（
昭
和
5
年
4
月
2
日
〜

昭
和
6
年
4
月
1
日
生
）

▽
95
歳（
大
正
14
年
4
月
2
日
〜

大
正
15
年
4
月
1
日
生
）

▽
1
0
0
歳（
大
正
9
年
4
月
2
日
〜

大
正
10
年
4
月
1
日
生
）

※
❶
の
対
象
者
に
は
、
４
月
下
旬
頃
に
予

　

診
票
を
郵
送
し
ま
す
。

❷
接
種
日
当
日
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、

　

心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
機
能
ま
た
は
ヒ
ト

　

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の

　

機
能
に
障
が
い
を
有
す
る
人（
身
体
障

　

害
者
手
帳
1
級
程
度
）。

※
❷
の
対
象
者
に
は
予
診
票
は
郵
送
し

　

て
お
り
ま
せ
ん
。
接
種
希
望
の
人
は
、

　

健
康
係
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
接
種
方
法

　
接
種
医
療
機
関
に
事
前
に
予
約
し
、
予

　

診
票
、
健
康
保
険
証
な
ど
を
持
っ
て
接

　

種
し
て
く
だ
さ
い
。

■
接
種
回
数

　
接
種
期
間
中
１
回
の
み

■
接
種
費
用
個
人
負
担
額

　

３
千
円

※
生
活
保
護
世
帯
の
人
や
市
民
税
非
課

　

税
世
帯
の
人
は
、
接
種
費
用
個
人
負
担

　

額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
左
記
窓
口
で
事

　

前
に
証
明
書
の
発
行
を
受
け
て
、
予
診

　

票
と
一
緒
に
医
療
機
関
の
窓
口
に
提

　

示
し
て
く
だ
さ
い
。（
証
明
書
発
行
は

　

無
料
で
す
）

●
生
活
保
護
世
帯
の
人

　
（
生
活
保
護
受
給
証
明
書
）

　

＝
福
祉
事
務
所 

生
活
支
援
係

●
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

　
（
予
防
接
種
減
免
用
市
民
税
非
課
税
証

　

明
書
）＝

　
・
本
庁  

税
務
課  

市
民
税
係

　
・
山
川
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

　
・
高
田
支
所 

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

  高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

問 福祉事務所  福祉総務・障がい福祉係（℡64-1518）
  戦没者などの遺族に特別弔慰金が支給されます

　

国
と
し
て
、
戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
改
め
て
弔

慰
の
意
を
表
す
た
め
、
第
11
回
特
別
弔
慰
金（
記
名

国
債
）が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

　
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族
で
、
令
和
2

　
年
4
月
1
日（
基
準
日
）に
お
い
て
、「
恩
給
法
に

　

よ
る
公
務
扶
助
料
」や
、「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

　

族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」な
ど
を
受
け

　

る
人（
戦
没
者
の
妻
や
父
母
な
ど
）が
い
な
い
場

　

合
に
、
次
の
順
番
で
遺
族
1
人
に
支
給
し
ま
す
。

❶
令
和
2
年
4
月
1
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者

　

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

　

得
し
た
人

❷
戦
没
者
な
ど
の
子

❸
戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟

　

姉
妹

※

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
生
計
維
持
関
係
な

　

ど
に
よ
り
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

❹
右
の
❶
〜
❸
以
外
で
三
親
等
内
の
親
族（
甥
、
姪

　

な
ど
）

※

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
1
年
以

　

上
の
生
計
維
持
関
係
が
あ
っ
た
人
に
限
り
ま
す
。

■
支
給
内
容

　

額
面
25
万
円
、
5
年
償
還
の
記
名
国
債

■
請
求
期
限

　

令
和
5
年
3
月
31
日
ま
で

※

期
限
を
過
ぎ
る
と
今
回
の
弔
慰
金
を
受
け
ら
れ

　

な
く
な
り
ま
す
。

■
請
求
窓
口

▽
福
祉
事
務
所  

福
祉
総
務
・
障
が
い
福
祉
係

▽
山
川
支
所  

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

▽
高
田
支
所  

市
民
サ
ー
ビ
ス
係


